
※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

１２広報ごか　2008.１

� �����������������������������������������������������������������������������������������

■
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か　

検
察

審
査
会 

（
総
務
課
）

　
「
交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
し
な
ど
の

被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴

え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起

訴
し
て
く
れ
な
い
。」
こ
の
よ
う
な
不

満
を
お
持
ち
の
方
の
た
め
に
検
察
審

査
会
が
あ
り
ま
す
。
ご
相
談
に
関
す

る
費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
は
選
挙
権
を
有
す
る

一
般
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選

ば
れ
ま
す
。
実
際
に
選
ば
れ
る
方
は

若
干
名
で
す
が
、
も
し
、
あ
な
た
が

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
は
、

こ
の
制
度
を
ご
理
解
の
う
え
、
ぜ
ひ

検
察
審
査
会
議
に
出
席
し
て
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

下
妻
検
察
審
査
会
事
務
局

�
０
２
９
６　

６
９
７
３

（４３）

■
個
人
事
業
税
の
申
告
に
つ

い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を

営
む
方
で
、
前
年
中
の
事
業
所
得
が

２
９
０
万
円
を
超
え
て
い
る
場
合
に

納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

こ
の
税
金
は
、
国
へ
の
所
得
税
の

確
定
申
告
や
町
に
住
民
税
の
申
告
を

行
え
ば
、
県
に
も
申
告
を
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
改
め
て
申
告
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
申
告
用
紙
に
「
事
業
税
に
関
す
る

事
項
」
欄
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当

す
る
方
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
不
動
産
の
貸
付
け
に
よ
る

収
入
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
申
告

書
に
添
付
す
る
収
支
内
訳
書
の
「
貸

付
け
不
動
産
の
保
有
状
況
」
欄
も
必

ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
県
税
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

境
県
税
事
務
所　

課
税
課

　
�
　

１
１
２
０

（８７）

■
国
民
健
康
保
険
税
確
定
申

告
用
納
付
証
明
書
の
交
付
に

つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
健
康
保
険
税
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
確
定
申
告
さ
れ
る
場
合

に
添
付
す
る
証
明
書
を
町
民
税
務
課

窓
口
（
②
の
窓
口
）
に
て
交
付
し
ま

す
。
窓
口
に
取
り
に
来
ら
れ
な
い
方

は
町
民
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
さ
れ
る

方
は
証
明
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

○
交
付
場
所

　

町
民
税
務
課
（
②
の
窓
口
）

○
交
付
時
間

午
前
８
時　

分
か
ら
午
後
５
時　

３０

１５

分
ま
で（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
３
０
０
）

■
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診

を
受
け
付
け
ま
す（
町
民
税
務
課
）

　

広
報
ご
か
平
成　

年
４
月
号
で
お

１９

知
ら
せ
し
ま
し
た
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
検
診
を
再
度
受
付
け
し
ま
す
。

○
受
付
期
間

　

１
月
７
日�
か
ら

○
受
付
場
所

　

町
民
税
務
課
（
②
の
窓
口
）

○
受
付
人
数

　
　

人
程
度
（
先
着
順
）

１０

○
対
象
者

　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方

３０

７０

○
助
成
金

・
人
間
ド
ッ
ク　

３
０，

０
０
０
円

・
脳
ド
ッ
ク　
　

３
５，

０
０
０
円

・
人
間
ド
ッ
ク
＋
脳
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　

３
５，

０
０
０
円

○
助
成
を
受
け
ら
れ
る
方

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者

（
国
民
健
康
保
険
税
を
納
付
済
の

方
）

○
持
参
す
る
も
の

　

保
険
証
・
印
鑑

○
検
査
医
療
機
関

指
定
す
る
医
療
機
関
か
ら
お
選
び

い
た
だ
き
ま
す

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ
（
内
線
２
３
３
）

■
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
平
成

　

年
度
小
学
校
新
入
学
児
童

２０に
対
す
る
入
学
祝
品
の
贈
呈

に
つ
い
て 

（
健
康
福
祉
課
）

　
�
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
（
母
子
家
庭
・

父
子
家
庭
）
の
お
子
さ
ん
に
新
入
学

祝
品
（
学
用
品
）
を
贈
呈
い
た
し
ま

す
。
祝
品
を
希
望
さ
れ
る
保
護
者
の

方
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
へ
、
お
子

さ
ん
の
氏
名
、
性
別
、
保
護
者
、
住

所
を
１
月　

日
ま
で
に
申
し
出
て
く

３１

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

�
０
２
９（
２
２
１
）７
５
０
５

担
当　

長
島

■
子
育
て
支
援
相
談
の
お
知

ら
せ 

（
健
康
福
祉
課
）

　

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
子
ど
も

が
か
わ
い
い
と
思
え
な
い
、
つ
い
き

つ
く
叱
っ
て
し
ま
う
等
、
子
育
て
に

つ
い
て
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　

保
健
所
で
は
、
子
育
て
の
悩
み
や

不
安
の
あ
る
方
の
相
談
を
お
受
け
し

て
い
ま
す
。
児
童
相
談
所
の
福
祉
司

と
心
理
の
職
員
も
一
緒
で
す
の
で
、

お
子
さ
ん
の
養
育
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

ご
本
人
以
外
の
身
近
な
方
か
ら
の

相
談
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、
お
一
人
で
悩
ま
ず
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

　

１
月　

日�
、
２
月　

日�

２５

２２

　

３
月　

日�
２８

　

午
前　

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

１０

○
場　

所　

古
河
保
健
所

○
対
象
者

古
河
市
、
五
霞
町
、
境
町
の
住
民

及
び
関
係
者

○
内　

容

虐
待
、
養
育
不
安
等
児
童
の
養
育

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

○
相
談
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
保
健
所　

母
子
担
当

　
�
　

３
０
２
１

（３２）

ごかごかのの　　
  お知らお知らせせ

（№３９０）
お
知
ら
せ


